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第１章 上位・関連計画及び関連事業  

１．上位・関連計画 

本基本構想の策定・推進にあたって、整合が重視される主な上位計画や関連事業等の関係性は以

下の通りです。 
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（１）大分市総合計画「おおいた創造ビジョン 2024」第２次基本計画 

策定年月 2020（令和２）年 3 月 

計画の期間 2020（令和 2）年度～2024（令和 6）年度 

めざすまちの姿 

（都市像） 
笑顔が輝き 夢と魅力あふれる 未来創造都市 

基本的な政策 １ 健やかでいきいきと暮らせるあたたかさあふれるまちづくり 

（市民福祉の向上） 

２ 豊かな心とたくましく生きる力をはぐくむまちづくり（教育・文化の振興） 

３ 安全・安心を身近に実感できるまちづくり（防災安全の確保） 

４ にぎわいと活力あふれる豊かなまちづくり（産業の振興） 

５ 将来にわたって持続可能な魅力あふれるまちづくり（都市基盤の形成） 

６ 自然と共生する潤い豊かなまちづくり（環境の保全） 

基
本
計
画
（
各
論
） 

２ 豊かな心と

たくましく生き

る力をはぐくむ

まちづくり（教

育・文化の振興） 

第２章 個性豊かな文化・芸術の創造と発信 

〉〉〉伝統的な芸能、行事の保存・継承 

●伝統的に地域で受け継がれてきた民俗文化財の保存・継承に努めます。 

●伝統芸能や地域固有の行事などを通じ、地域に対する愛着をはぐくむとと

もに、市民相互の連携を深めて地域の活性化を図ります。 

５ 将来にわた

って持続可能な

魅力あふれるま

ちづくり（都市

基盤の形成） 

第１章 快適な都市構造の形成と機能の充実 

第１節 計画的な市街地の形成 

〉〉〉風格ある広域都心と暮らしやすい地区拠点の形成 

●地域の自然・歴史・文化などの特性を生かした個性的で魅力のある暮らし

やすい地区拠点の形成を目指します。 

〉〉〉計画的な土地利用の推進 

●良好な市街地の形成を目指し、区画整理や住環境の整備、市街地再開発な

ど、地域の特性に応じた事業の推進を図ります。 

●市街地の整備等に当たっては、低・未利用地の有効活用など、効率的かつ

都市の健全な発展に資する土地利用を図るとともに、緑の保全や創造、景

観、防災などに配慮し、周囲の環境との調和、宅地等の安全性の確保に努

めます。 

〉〉〉産業や生活を支える道路体系の確立 

●市域の均衡ある発展と経済・産業活動の活性化、交通渋滞の緩和などのた

め、道路、橋梁の拡幅や新規橋梁、休憩施設等の整備を促進します。 

〉〉〉人にやさしく美しい都市空間の創造と整備 

●高齢者や障がいのある人をはじめとするだれもが円滑に移動ができ、安

全・安心に都市施設の利用ができるよう、段差の解消や点字ブロックの適

正配置、無電柱化の推進などユニバーサルデザインに配慮した都市空間の

整備に取り組みます。 

●災害時の延焼遮断帯や避難・輸送路、避難場所など災害に強い都市空間の

整備を進めます。 
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●風格のある質の高い都市景観づくりや地域の特性を生かした個性ある都

市空間形成を推進するとともに、歴史・文化・芸術を生かした観光拠点の

整備を推進し、回遊性の高い、魅力的で歩いて楽しい都市を創造します。 

 

第２節 交通体系の確立 

〉〉〉公共交通ネットワークの構築 

●交通事業者等と連携し、各鉄道駅における駅前広場、駐車場、駐輪場など

の整備をはじめ、新駅の設置、日豊本線の高速・複線化などを促進すると

ともに、バスやタクシーをはじめとする交通機関との乗り換えなど、交通

結節機能の強化を目指します。 

〉〉〉公共交通の利便性の向上と利用促進 

●高齢者や障がいのある人等の移動制約者や訪日外国人旅行者、来訪者等の

公共交通機関を利用した移動の安全性及び利便性の向上を図るため、市

民、交通事業者、行政が一体となり、ハード・ソフトの一体的な取組のも

と利用環境のユニバーサルデザイン化・バリアフリー化を促進します。 

〉〉〉自転車等利用環境の充実 

●国、県等の関係機関と連携し、連続性のある自転車走行空間の整備を進め

るなど、自転車を安全・快適に利用できる環境づくりに努めます 

●駐輪場の整備やシェアサイクルの導入、自転車利用者の安全対策に関する

取組を進めます。 
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（２）大分市都市計画マスタープラン 

策定年月 2021（令和３）年 3 月 

目標年次 2040（令和 22）年 （中間年次：2030（令和 12）年） 

将来都市像 
笑顔が輝き 夢と魅力あふれる 未来創造都市 

基本理念 １ 健やかでいきいきと暮らせるあたたかさあふれるまちづくり 

２ 豊かな心とたくましく生きる力をはぐくむまちづくり 

３ 安全・安心を身近に実感できるまちづくり 

４ にぎわいと活力あふれる豊かなまちづくり 

５ 将来にわたって持続可能な魅力あふれるまちづくり 

６ 自然と共生する潤い豊かなまちづくり 

都市づくりの基本方針 １ 県都にふさわしい広域都心の形成 

２ 広域的な交流・連携やまちづくりを支える交通体系の確立 

３ ライフスタイルを豊かにする快適で安全な住環境と地区拠点を中心とした

コンパクトな都市づくり 

４ 都市の個性と風格を醸成し集客力を高める都市の魅力創出 

５ 人と自然とが共生できる豊かな自然環境の保全・活用と身近な緑、水辺の

再生 

６ 自然災害に備える防災機能の向上と危機管理体制の確立 

７ 産学官民が協働して参画する都市づくりの推進 

将来都市構造 ■鶴崎地区拠点：JR 鶴崎駅周辺地区については、商業・業務機能と都市型居住

機能の集積による地区拠点の形成を図ります。 
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地区別構想 

（鶴崎地区） 

 

■まちづくりの目標 

「歴史と伝統の息づく居住型拠点の形成」 

■鶴崎地区のまちづくりの方針図 
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■まちづくりの方針 

１．土地利用・市街地整備 

・JR 鶴崎駅周辺及び鶴崎市民行政センター周辺では、国道 197 号の拡幅整

備と合わせた駅前広場の整備等の交通結節機能の強化、既存施設の有効活

用を基本とした施設整備と各施設間の連携等、計画的な市街地の再生によ

り、商業・業務施設と都市型住宅が調和し、地域に根づいた歴史や文化を

生かした地区拠点の形成を図ります。 

・三佐北地区においては、住環境整備事業による良好な住宅市街地の形成を

推進します。 

・狭あい道路や行き止まりが多い地区等においては、安全で快適な住環境の

形成に向けた取組を進めます。 

・松岡地区の大規模商業施設周辺においては、居住機能と商業機能が融合し

た利便性の高い市街地形成を図るため、隣接する大分スポーツ公園などと

調和し、多くの人を惹きつける魅力ある地区として都市型観光交流拠点の

形成を図ります。 

・国道 197 号南バイパス周辺で先端産業系の工場が立地する地区では、内

陸型産業拠点の形成をはたらきかけます。 

・市街化区域内における既存の大規模な低・未利用地などについては、地域

特性を考慮しつつ、道路整備など必要な基盤整備とあわせ計画的な土地利

用について検討を行います。 

 

２．交通施設 

・国道 197 号の渋滞緩和のため、車線数の不連続区間の解消に向けた取組

を進めます。 

・国道 197 号南バイパスと県道鶴崎大南線との交差点（毛井交差点）の立体

化を目指します。 

・県道鶴崎大南線の拡幅整備を促進し、隣接する地区との連携強化を図りま

す。 

・(都)乙津森町線の整備により、大南方面から市北部へ向う交通量を分散し、

都市内の交通流動の円滑化を目指します。 

・生活利便性の向上を図るため、広域幹線道路や都市幹線道路を補完する幹

線道路の整備を推進します。 

・県道松岡日岡線は、地区の南北方向の都市内連携軸としての交通機能の強

化を図ります。 

・国道 197 号などの渋滞緩和や住宅団地の利便性向上を図るため、猪野団

地入口と鶴崎スポーツパーク付近を結ぶ（都）松原国宗線の整備を推進し

ます。 

・JR 鶴崎駅においては、駅前広場の整備など駅利用者の利便性向上に向け、

交通結節機能の強化を図ります。 

・新たな交通システムの導入検討や東九州自動車道の活用など、大分スポー

ツ公園周辺へのアクセス強化の在り方について検討を進めます。 
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・歩道などのバリアフリー化を推進します。 

・公共交通の充実に向けて関係機関にはたらきかけます。 

 

３．環境・景観 

・大分スポーツ公園のさらなる利活用・整備方針の検討等を推進し、大分県

民のスポーツ拠点の形成を図ります。 

・鶴崎スポーツパークを地区の核となる公園として位置付け、乙津川の親水

空間を有する水辺の楽校(がっこう)などの活用を推進します。 

・大野川や乙津川の水質保全と河畔林の整備、また、河川空間を生かした水

辺空間の整備、自転車道の整備を図ります。 

・九六位山を中心とする山地・丘陵地の自然環境の保全を図るとともに、森

林に親しめる環境の整備を推進します。 

・高尾山を中心とした自然環境の保全と活用を図ります。 

・大野川や乙津川沿いに広がる優良農地と田園環境の保全を図ります。 

・高田輪中地区においては、河川の恩恵や災害に抗する生活の知恵の中で形

づくられた輪中の伝統を踏まえた景観の形成・保全を推進します。 

・横尾地区に残る国指定史跡横尾貝塚等の歴史資源を生かした公園整備を推

進します。 

・東九州自動車道松岡パーキングを生かした大分スポーツ公園へのアクセス

を検討するとともに、その周辺地区における地域の特色を生かした活動の

維持・増進、にぎわいの創出に向けた取組を支援します。 

 

４．その他 

・河川の堤防の強化などのインフラの整備により、地域全体の防災面の強化

を図ります。 

・空き家や空き地を生かした地域コミュニティ活動の推進を図ります。 

・森地区について、計画的な雨水排水ポンプ場の建設や雨水管きょの整備を

推進します。 

・汚水処理の未普及対策として、人口密度の高い地域や住民意向調査による

早期接続に見込める地区を優先的に整備します。あわせて官民連携による

設計・施工一括発注方式（DB）による汚水管きょ整備を実施します。 

 

 

 

 

  



10 

（３）大分市立地適正化計画 

策定年月 2019（平成 31）年 3 月 

目標年次 2040（令和 22）年 

都市づくりの基本理念 元気・安心・快適な暮らしを支える 

将来にわたって持続可能な『多極ネットワーク型集約都市』の形成 

都市づくりの基本方針 １ 県都にふさわしい風格とにぎわいのある大分都心拠点づくり 

２ 地域特性を生かした個性と魅力あふれる地区拠点づくり 

３ だれもが安心して暮らし続けることができる居住環境づくり 

４ 交流とつながりをはぐくむ公共交通ネットワークづくり 

目指すべき 

将来都市構造イメージ 

 

誘導区域及び 

誘導施設 

■鶴崎地区の都市機能誘導区域及び居住推奨区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■誘導施設（都市機能誘導区域内において、立地を誘導すべき都市機能増進施設） 

〇大規模商業施設（1,000 ㎡超） 〇商店街内店舗 

〇こどもルーム         〇地区公民館 

〇支所             〇主要な鉄道駅 
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（４）大分都市圏総合都市交通計画 

策定年月 2021（令和 3）年 3 月 

目標年次 2035（令和 17）年 

都市圏における 

交通体系の将来像 

将来にわたって安心して利用でき、 

地域の活力と都市圏の発展を支える交通体系 

基本方針 １ 他都市圏との活発な交流・連携を支援する広域交通体系 

２ 拠点集約型まちづくりを支援する持続可能な交通体系 

３ 安全・安心な移動により生活を支える交通体系 

県都・大分市の 

将来交通体系 

■大分市における道路ネットワーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）短期：概ね 5 年程度、中期：概ね 10 年程度、長期：概ね 10～20 年程度 

■大分市における道路ネットワークに関する整備候補路線 

No 路線名 区間 供用を目指す時期 

９ 
（国道 197 号） 

駄ノ原細線 

乙津町～大字志村 

【乙津交差点～志村交差点】 
中期 

 

大分市における地区毎

の主な公共交通施策 

（鶴崎地区） 

■幹線交通網の強化策 

○鶴崎駅を中心とした交通結節機能の強化 

○大型商業施設やスポーツ施設を有する明野地区との連携強化 

○大分地区への効率的な交通システムの検討 

■地域内交通網の強化策 

〇沿岸工業地帯、内陸産業拠点との連絡強化 
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（５）大分市地域公共交通計画 

策定年月 2022（令和 4）年 3 月 

目標年次 2022（令和 4）年度～2026（令和 8）年度 

地域公共交通の 

基本理念 

市民・交通事業者・行政が連携し、だれもが快適に 

移動できる公共交通ネットワークの構築を目指す。 

本市における地域公共

交通の基本方針 

１ すべての人が住み慣れた場所で安心して生活できる公共交通の維持・活性

化 

２ 風格とにぎわいのある都市拠点や地域の特性を活かした個性的で魅力ある

地区拠点の形成を支える公共交通ネットワークの構築 

３ 利用者のニーズに合った効果的な公共交通ネットワークの構築 

４ 市民や来街者、だれもが分かりやすく利用しやすい公共交通の環境整備 

目標を達成するために

行う取組の全体像 
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（６）大分市バリアフリーマスタープラン及び大分市バリアフリー基本構想【鶴崎駅周辺地区】 

策定年月 2020（令和 2）年 4 月 

目標年次 2020（令和 2）年度～2024（令和 6）年度 

基本理念 
だれもが 自由に どこへでも 豊かさあふれる 大分市 

基本方針 １ バリアフリー・ユニバーサルデザインを基本としたまちづくりの大分市全

域への拡大 

２ 誰もが円滑に移動できるバリアフリー環境の形成強化 

３ 市民・事業者・行政の協働による住民参加の取組 

４ 継続的なバリアフリー化の進行管理と検証 

５ 心のバリアフリーの推進 

６ 計画立案から周知へ、バリアフリーの普及・啓発活動の推進 

重点整備地区の選定 〇JR大分駅、JR鶴崎駅の周辺地区 

＜選定理由＞ 

・鶴崎地区は、大分市中心市街地に次ぐ中枢的な商業・業務地区を形成しており、鶴崎駅周

辺を中心とする既成市街地は古くからの風格を有している。 

・鶴崎駅による１日の駅利用者数は、3,000 人以上の特定旅客施設となっている。 

・鶴崎駅周辺地区は、鶴崎市民行政センターを含む行政、公共機関の窓口や、文化、医療等

施設が立地している。また、東西方向に国道 197 号が延び、沿道を含む商業施設の立地等

による生活関連施設が集積している。 

・鶴崎駅や鶴崎市民行政センター周辺を核とした、街のにぎわいづくりと連携し、面的なバ

リアフリー化が推進できる。 

鶴崎駅周辺地区におけ

るバリアフリーに関す

る事項 

■重点整備地区、生活関連施設及び生活関連経路 
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（７）大分市自転車活用推進計画 

策定年月 2020（令和 2）年 4 月 

計画期間 2020（令和 2）年度～2024（令和 6）年度 

基本方針 
バイシクルフレンドリータウン ～自転車が似合うまち～の創造 

施策の体系  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な取組 

１ 安全で快適な 

自転車通行空間づくり 

 

（１）「大分市自転車走行空間ネットワーク整備計画」の推進 

■ネットワーク路線 
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（８）大分市自転車走行空間ネットワーク整備計画 

策定年月 2021（令和 3）年 3 月 

計画期間 2021（令和 3）年度～2025（令和 7）年度 

基本方針 ハード施策の基本方針 

：「安全で快適な自転車通行空間づくり」 

ソフト施策の基本方針 

：「安全な自転車等の普及促進 自転車ルール・マナーの啓発」 

施策の体系 ■ハード施策とソフト施策の基本的な考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ネットワーク計画 ■ネットワーク計画図 
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（９）鶴崎地域まちづくりビジョン 

策定年月 2018（平成 30）年 7 月 

鶴崎地域の将来像 
みんなが住みたくなる 伝統と文化のあるまち 

市長への提言 提言１ 鶴崎の伝統・文化を「まもり」「つなげる」「いかす」 

提言２ 豊かな川の恵みをみつめなおす 

提言３ 鶴崎駅や鶴崎市民行政センター周辺を核とした街のにぎわいづくり 

提言４ 将来住みたくなる街づくりに向けた取組を推進 

提言に基づく提案事業 

（本地区に関わる提言

を抜粋） 

■将来像の実現に向けた取組（事業案）一覧 

提言 事業名 概要 

１ 豊かな歴史と伝統

文化の継承 

・「鶴崎踊」「三佐の山車」「けんか祭り」などの伝

統や文化を継承する 

・伝統文化継承の拠点となる鶴崎公民館を整備する 

・地域の子どもが伝統文化とふれあう取組を行う 

史実の顕彰による

観光連携の強化 

・歴史を活かした観光交流の推進を行う(鶴崎にゆか

りのある偉人と関係する地域との観光協定など) 

・新たな観光施設を整備する 

３ 鶴崎駅周辺の整備 ・鶴崎駅周辺のバスの利便性を向上させる 

・地域を循環するバス路線があればまちの活性化につ

ながる 

・鶴崎駅周辺にカフェやレストランができればにぎや

かになる 

鶴崎市民行政セン

ター周辺の整備 

・防災機能を持った総合コミュニティセンターとし

て、鶴崎公民館を整備する(エスぺランサ・コレジオ、

老人いこいの家、防災対策など) 

・公民館の機能充実、利用者の利便性の確保を図るた

めの鶴崎公園の整備 

４ 地域全体の防災力

の強化 

・地域のインフラを強化して防災面を強化する 

・地域住民の防災意識を向上させる 

空き家、空き地を活

かした地域コミュ

ニティ活動の推進 

・生活の利便性を活かして、空き家や空き地に集合住

宅を建設するなど地域コミュニティの場を整備する 

将来住みたくなる

街づくり 

・道路や公共交通の機能を充実させ、生活の利便性を

向上させる 

・子どもや高齢者福祉を充実する 

・地域の歴史を活かした街づくりを行う 

・企業の誘致や地域の大企業との連携を行う 

・鶴崎駅前を活性化させる 

・地域の少子高齢化への対策を行う 
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（10）鶴崎市民行政センター周辺整備基本計画 

策定年月 2019（平成 31）年 3 月 

計画対象地区及び 

土地利用の基本方針 

 

施設整備の基本的方針 ■「行政・教育・文化・福祉機能」の改修・整備 

■「鶴崎公園」のリニューアル 

■「鶴崎大神宮」の現位置保存 

施設配置計画図  

■施設配置計画図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駐車場 

駐車場 

駐車場 

駐車場の整備 

計画対象地区 
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２．関連事業 

鶴崎地区では、上位・関連計画等に基づき、既に様々な関連事業が実施されています。 

ここでは、現在進行中の主な関連事業を紹介します。 

 

１）国道 197 号鶴崎拡幅事業（志村~乙津間４車線化） 

鶴崎拡幅事業は、大分市東部地区の慢性的な交通渋滞の解消を図るため、また、歩行者・自転車

通行時の安全性、快適性向上のため、国道 197 号を延長 L=2.8 ㎞区間に渡って整備するものです。 

この区間は現在、車線数が 2 車線～4 車線と変則的であり通勤時間帯を中心に上下線ともに交通

混雑が発生しています。また、周辺小学校の通学路となっていますが、朝の通学時間帯は自転車の

利用も多く歩行者がすれ違うのも難しい状況となっています。そのため、車道を片側 2 車線の 4 車

線とし、歩道も現在より拡幅し両側歩道として整備を行うものです。 

 

 ・全体延長 Ｌ＝2,800ｍ 

 ・幅  員 W＝車道部（4 車線）13.0ｍ（全体 24.0~26.0ｍ） 

 ・計画期間 2015（平成 27）年度~2034（令和 16）年度 

 ・事 業 費 約 170 億円 
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事業実施スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２） 鶴崎公園再整備事業 

鶴崎公園は面積が約 2ha の都市公園（近隣公園）であり、地域の安らぎやレクレーションの場と

して利用されている。しかしながら、閉鎖性の面で課題を抱えており、利用者のニーズに沿った施

設へリニューアルを図るとともに、リノベーションされる鶴崎公民館との連携や県道沿いのまちな

みや大野川等との連携及び鶴崎踊りの開催場所として活用できるよう再整備を行う。 

 

【整備内容】園路整備、多目的広場整備、遊戯施設整備、駐車場整備、植栽・照明・給排水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（整備イメージ）        
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３） 鶴崎公民館改築事業 

鶴崎公民館にはエレベーターがなく、高齢者、障がい者の利用を妨げています。また、鶴崎公民

館に隣接する老人いこいの家（老人心身健康増進施設）やエスペランサ・コレジオ（社会教育施設）

は、公民館と別施設となっており、平屋建てのため、災害時に浸水する可能性が高いうえ、施設の

利用者がそれぞれ別の世代に分かれており、多世代交流が図れていません。 

そのため、鶴崎公民館にエレベーターを設置し、老人いこいの家やエスペランサ・コレジオの機

能を公民館のなかに集約することで、誰もが利用できる施設にするとともに、災害に強いまちづく

りに繋げるとともに、多世代交流を促進し、施設の機能強化を図ります。 

４） 鶴崎地域交流センター整備事業 

鶴崎公民館は、災害時の避難所、緊急避難場所に位置付けられているが、公民館の周辺一帯は洪

水時の浸水想定区域（想定浸水深約 4.8ｍ）に入っていることから、災害に強いまちづくりに繋げ

るため、それを上回る床高で地域交流センターを建設します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（整備イメージ）      

  


